
 

 

承認第２号 

 

   専決処分した事件の承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

 

専決処分第２号 

 

専  決  処  分  書 

 

 令和５年度幕別町の一般会計補正予算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

 

  令和５年４月１日 

 

幕別町長 飯田 晴義 
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   令和５年度幕別町一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和５年度幕別町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,707千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,874,807千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 
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款 項

（単位：千円）

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

 1 町      税

          歳　　　　　　　　入

 2 固定資産税

合　　　　　　　　計

      2,882,699          4,707      2,877,992

     16,870,100

          4,707

          4,707

      1,152,891

     16,874,807

補 正 前 の 額 補 正 額 計

      1,148,184
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款 項

（単位：千円）
　歳　出

 4 衛  生  費

          歳　　　　　　　　出

 2 清  掃  費

合　　　　　　　　計

      1,161,972          4,707      1,157,265

     16,870,100

          4,707

          4,707

        416,204

     16,874,807

補 正 前 の 額 補 正 額 計

        411,497
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目
節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 町      税                          (項) 2 固定資産税

         計          1,148,184       4,707    1,152,891

   1固定資産税       1,134,804       4,707    1,139,511    1現年課税分            4,707    1 現年課税分                                           4,707

歳  入

補正前の額 補  正  額     計    

（単位：千円）
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目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 4 衛  生  費                       (項) 2 清  掃  費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 道

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

  1清掃総務費     411,497      4,707     416,204      4,707 12 委  託  料      4,707

      計          411,497      4,707     416,204      4,707

 12 委託料                  4,707

   5 ごみ収集委託料

歳  出

 ◎ ごみ収集運搬処理事業    4,707

補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）
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